
1段階 2段階 1段階 2段階 右目 左目 両目

免なし・原付 10 16 15 19

自動二輪 - 2 13 19

免なし・原付 10 16 12 19

自動二輪 - 2 10 19

免なし・小特・原付 10 16 6 6

普通・準中・中型・大型 - 1 5 5

免なし・小特・原付 10 16 3 6

普通・準中・中型・大型 - 1 3 5

免なし・小特・原付 10 16 9 10

普通・準中・中型・大型 - 1 9 8

免なし・小特・原付 10 16 5 10

普通・準中・中型・大型 - 1 5 8

小型二輪MT - - 9 11

小型二輪AT - - 13 11

普通二輪MT - - 5 7

普通二輪AT - - 9 7

普通・準中・中型・大型 - 1 14 17

免なし・原付 10 17 18 23

自動二輪 - 3 16 23

普通MT - 1 4 9

普通AT - 1 8 9

普通MT - 1 7 8

普通AT - 1 11 8

準中5t限定MT - 1 5 6

準中5t限定AT - 1 9 6

普通 7 12 8 13

準中・中型・大型 7 12 8 10

普通 7 12 8 13

準中・中型・大型 7 12 8 10

1段階 2段階 1段階 2段階 右目 左目 両目

AT限定解除 普通AT・準中5tAT・中型8tAT - - 4 - 3 3 18 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

準中5t限定MT - - 4 -

準中5t限定AT - - 8 -

中型8t限定MT - - 5 -

中型8t限定AT - - 9 -

小型自動二輪MT 小型自動二輪AT - - 4 - 3 3 16 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

小型二輪MT - - 5 -

小型二輪AT - - 8 -

普通自動二輪AT - - 5 -

小型二輪MT - - 3 -

小型二輪AT - - 5 -

【当校で取り扱っている車種の教習時限一覧表】

車　種 所持免許

学科教習
（時限）

技能教習
（時限）

教習の
終了期限
（ヶ月）

卒業検定の
受験期限
（ヵ月）

年令
（歳以上）

視力（以上） 深視力
（以下）

色　覚 備　考

普通自動車MT 9 3 18 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

普通自動車AT 9 3 18 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

小型限定自動二輪車MT 9 3 16 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

小型限定自動二輪車AT 9 3 16 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

普通自動二輪車MT 9 3 16 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

普通自動二輪車AT 9 3 16 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

大型自動二輪車MT 9 3 18 0.3 0.3 0.7 ー 青・黄・赤 ー

準中型自動車 9 3 18 0.5 0.5 0.8
平均誤差

2cm
青・黄・赤 ー

中型自動車 9 3 20 0.5 0.5 0.8
平均誤差

2cm
青・黄・赤 ※1

普通二種MT 9 3 21 0.5 0.5 0.8
平均誤差

2cm

色　覚

普通二種AT 9 3 21 0.5 0.5 青・黄・赤 ※2

青・黄・赤 ※2

0.8
平均誤差

2cm

青・黄・赤

車　種　（審　査） 所持免許

学科教習
（時限）

技能教習
（時限）

教習の
終了期限
（ヶ月）

卒業検定の
受験期限
（ヵ月）

年令
（歳以上）

視力（以上） 深視力
（以下）

青・黄・赤

備　考

準中型自動車 3 3 18 0.5 0.5 0.8
平均誤差

2cm

青・黄・赤

ー

中型自動車 3 3 20 0.5 0.5 0.8
平均誤差

2cm

青・黄・赤

※1

普通自動二輪車MT 3 3 16 0.3 0.3 0.7 ー

●所持免許が、第二種免許持ち、大型特殊持ちの方の詳細は、お問合せください。

ー

普通自動二輪車AT 3 3 16 0.3 0.3 0.7 ー ー

※1　○普通車・準中型車・中型車（8t限定）・大型特殊いずれかの運転経験2年以上。

※2　○普通車・準中型車・中型車（8t限定）・大型車・大型特殊いずれかの運転経験3年以上。

●年齢は、修了検定（普通車・準中型車・中型車）、卒業検定（二輪車・普通二種・大型特殊）、受検時の条件です。入校時に年齢条件に満たなくても構いません。

●深視力の平均誤差は3回の計測での結果となります。

●入所時に運転適性検査を受けていただきます。

●当校では、普通二輪又は普通車の免許をお持ちでない方の大型二輪の入校受付は実施しておりません。

●身体に障害のある方は、住所地の公安委員会の適性相談を受けていただくことになります。（例：指の欠損、腕が曲がらない、てんかん持ち、聴力の障害等）


